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平成22年(2010年)3月23日

第2168号

平成22年3月23日

火曜日

目 次

 規則
○ 知事の保有する個人情報の保護等に関する規則の一部を改正する規則(県政情報センター)

○ 埼玉県都市緑地保全法施行細則の一部を改正する規則(みどり再生課)

○ 首都圏近郊緑地保全法施行細則の一部を改正する規則(みどり再生課)

 訓令
○ 埼玉県監査事務局組織規程の一部を改正する訓令(監査第一課)

○ 埼玉県監査事務局事務の専決及び代決に関する規程の一部を改正する訓令(監査第一課)

 管理規程
○ 埼玉県病院事業管理者の保有する個人情報の保護等に関する規程の一部を改正する規程(経

営管理課)

 告示
○ 平成二十年埼玉県告示第四百九十一号の一部を改正する告示(NPO活動推進課)

○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告(NPO活動推進課)

○ 圏央道幸手ＩＣ（仮称）東側地域の整備計画に係る戦略的環境影響評価公聴会の開催(環境

政策課)

○ 昭和六十一年埼玉県告示第五百四十五号(浄化槽法に基づく指定検査機関の指定)の一部改
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正(水環境課)

○ 昭和六十二年埼玉県告示第千五百七十一号(浄化槽法に基づく指定検査機関の指定)の一部

改正(水環境課)

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく汚染区域の指定(水環境課)

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく汚染区域の指定(水環境課)

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく汚染区域の指定(水環境課)

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示(商業支援課)

○ 県営土地改良事業三島地区（中山間地域総合整備事業）の換地計画の決定及び換地計画書

の写しの縦覧(農村整備課)

○ 測量法に基づく基本測量の実施(用地課)

○ 測量法に基づく基本測量の終了(用地課)

○ 測量法に基づく公共測量の実施(用地課)

○ 新座市野火止上北土地区画整理組合の解散(市街地整備課)

○ 所沢都市計画事業第二上新井特定土地区画整理事業の換地処分の変更(市街地整備課)

○ 富士見都市計画公園の変更に係る図書の写しの縦覧(公園スタジアム課)

○ 越谷都市計画公園の変更に係る図書の写しの縦覧(公園スタジアム課)

○ 権現堂公園指定管理者の名称及び所在地の変更(公園スタジアム課)

○ 県道和光志木線の区域の変更(朝霞県土整備事務所)

○ 県道和光志木線の供用の開始(朝霞県土整備事務所)

○ 県道川越新座線(志木市幸町１丁目)の区域の変更について(朝霞県土整備事務所)

○ 県道川越新座線(志木市幸町１丁目)の供用開始について(朝霞県土整備事務所)

○ 県道志木停車場線(志木市本町５丁目)の区域変更について(朝霞県土整備事務所)

○ 県道志木停車場線(志木市本町５丁目)の供用開始について(朝霞県土整備事務所)

○ 県道保谷志木線(志木市本町１丁目)の供用開始について(朝霞県土整備事務所)

○ 県道熊谷小川秩父線の道路区域の変更について(東松山県土整備事務所)

○ 県道熊谷小川秩父線の供用開始について(東松山県土整備事務所)
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○ 県道花園本庄線の供用の開始(本庄県土整備事務所)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(越谷建築安全センター)

○ 個人演説会等施設の指定取消(選挙管理委員会)

○ 個人演説会等施設の指定(選挙管理委員会)

○ 埼玉県監査委員の保有する個人情報の保護等に関する規程の一部を改正する告示(監査第一

課)

○ 埼玉県監査委員の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程の一部

を改正する告示(監査第一課)
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様式第９号（第３条関係） 

                                   表  

                  ９㎝ 

裏 
  都市緑地法（抜粋） 
 （原状回復命令等） 
第９条 
２ 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置（以下「原状回復等」という。）
を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することがで
きないときは、都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその
命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限
を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、
都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告
しなければならない。 

３ 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の
請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。 

 （報告及び立入検査等）                                               
第１１条                                                              
２ 都道府県知事は、第８条及び第９条の規定の施行に必要な限度において、当該職員をして、緑
地保全地域内の土地若しくは建物内に立ち入らせ、又は第８条第１項各号に掲げる行為の実施状
況を検査させ、若しくはこれらの行為が当該緑地の保全に及ぼす影響を調査させることができる。 

３  前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合において
は、これを提示しなければならない。                 

４  第２項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。          
 （原状回復命令等についての準用） 
第１５条 第９条の規定は、前条第１項の規定に違反した者又は同条第３項の規定により許可に付
された条件に違反した者がある場合について準用する。 

 （報告及び立入検査等についての準用） 
第１９条 第１１条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。この場合において、同条第１
項中「第８条第２項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられ
た」とあるのは「第１４条第１項の規定による許可を受けた」と、同条第２項中「第８条及び第
９条」とあるのは「第１４条の規定及び第１５条において準用する第９条」と、「第８条第１項
各号」とあるのは「第１４条第１項各号」と読み替えるものとする。 

 

  第      号 

身    分    証    明    書 

   

 次の者は、都市緑地法第９条第２項（同法第１５条において準用する場合を含む。）の規定によ

る原状回復等及び同法第１１条第２項（同法第１９条において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定による立入検査の権限を有するものであることを証明する。 

 

 所属課所 

  氏  名                                                         

  生年月日    年  月  日生                                  

  有効期間       年    月    日から    年  月  日まで    

 

                 年    月    日                                                                                                                                          

埼玉県知事                 印 

 



 

様
式
第
六
号
（
三
）
を
様
式
第
八
号
（
三
）
と
し
、
様
式
第
六
号
（
二
）
を
様
式
第
八
号
（
二
）

と
し
、
様
式
第
六
号
（
一
）
を
様
式
第
八
号(

一)

と
す
る
。 

 
様
式
第
五
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

」
に
改

め
、
同
様
式
を
様
式
第
七
号
と
す
る
。 

 

様
式
第
四
号
中
「     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

」
を
「                

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、

同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
す
る
。 

 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

に
、
「 

 
 

 
 

 
 

  
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第

五
号
と
す
る
。 

 

様
式
第
二
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、

同
様
式
を
様
式
第
四
号
と
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

」 

に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三 

号
と
し
、
同
様
式
の
前
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

緑
地

保
全

地
区

内
非

常
災

害
応

急
措

置
届

出
書

都
市

緑
地

保
全

法
第

５
条

第
５

項 都
市

緑
地

法
第

１
４

条
第

８
項

後
段

緑
地

保
全

地
区

内
行

為
協

議
書

特
別

緑
地

保
全

地
区

内
行

為
協

議
書

都
市

緑
地

保
全

法
第

５
条

第
８

項

都
市

緑
地

法

特
別

緑
地

保
全

地
区

 

都
市

緑
地

法
第

１
４

条
第

１
項

 

都
市

緑
地

保
全

法
第

５
条

第
６

項
内

非
常

災
害

応
急

措
置

届
出

書

都
市

緑
地

保
全

法
第

５
条

第
４

項

都
市

緑
地

法
第

１
４

条
第

５
項

特
別

緑
地

保
全

地
区

名
第

１
４

条
第

６
項

 
緑

地
保

全
地

区
名

緑
地

保
全

地
区

内
行

為
通

知
書

緑
地

保
全

地
区

内
行

為
着

手
届

出
書

特
別

緑
地

保
全

地
区

内
行

為
着

手
届

出
書緑

地
保

全
地

区
名

特
別

緑
地

保
全

地
区

名

特
別

緑
地

保
全

地
区

内
行

為
通

知
書

都
市

緑
地

法
第

１
４

条
第

４
項

緑
地

保
全

地
区

内
行

為
許

可
申

請
書

特
別

緑
地

保
全

地
区

内
行

為
許

 

「
都

市
緑

地
保

全
法

第
５

条
第

１
項

可
申

請
書

 

緑
地

保
全

地
区

内
の

特
別

緑
地

保
全

地
区

内
の



様式第１号（第１条関係） 

緑 地 保 全 地 域 内 行 為 届 出 書                 

   年  月  日 

（あて先） 

埼玉県知事 

住 所 

氏 名            ○印 

法人にあつては、主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の氏名 

電 話（   ） 

 都市緑地法第８条第１項の規定により、緑地保全地域内の行為について、次のとおり関

係図書を添えて届け出ます。 

１ 行 為 の 種 類 

(１) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 
(２) 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採そ 

の他の土地の形質の変更 
(３) 木竹の伐採 
(４) 水面の埋立て又は干拓 
(５) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の

たい

堆積 

２ 行為の目的及び

理由 

 
行為地の 

状 況 

 

３ 行為地の所在  

４ 行為地の地目 

(１)田  (２)畑 

(３)宅地 (４)山林

(５)原野 

(６)その他（  ） 

６ 行為の期間 

着手予定 年 月 日 

 

完了予定 年 月 日 

設 計 者 住 所  
氏 名 電話（  ） 

工 事 施 行 者 
住所又は主

たる事務所

 氏名又は名

称及び代表
電話（  ） 

 

※受付欄 ※摘要 

 注 １ １及び４については、該当事項に○印を付けること。 

   ２ ３については、行為地が広域にわたる場合は、「○○地内」又は「○○地の一部」

と記入してもよいこと。 

   ３ ５については、傾斜地、平坦
たん

地の別、林地、伐採跡地等及び立木竹、工作物等

の有無を記入すること。 

   ４ ※印欄には、記載しないこと。 

５ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第１条関係） 

緑 地 保 全 地 域 内 行 為 通 知 書                 

    年  月  日 

（あて先） 

埼玉県知事 

事務所の所在地 

名 称 

代表者 氏 名          ○印 

電 話（   ） 

  都市緑地法第８条第７項後段の規定により、次のとおり関係図書を添えて通知します。 

１ 行 為 の 種 類 

(１) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 
(２) 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採そ 

の他の土地の形質の変更 
(３) 木竹の伐採 
(４) 水面の埋立て又は干拓 
(５) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の

たい

堆積 

２ 行為の目的及び

理由 

 
行為地の 

状 況 

 

３ 行為地の所在  

４ 行為地の地目 

(１)田  (２)畑 

(３)宅地 (４)山林

(５)原野 

(６)その他（  ） 

６ 行為の期間 

着手予定 年 月 日 

 

完了予定 年 月 日 

設 計 者 住 所  
氏 名 電話（  ） 

工 事 施 行 者 
住所又は主

たる事務所

 氏名又は名

称及び代表
電話（  ） 

 

※受付欄 ※摘要 

 注 １ １及び４については、該当事項に○印を付けること。 

   ２ ３については、行為地が広域にわたる場合は、「○○地内」又は「○○地の一部」

と記入してもよいこと。 

   ３ ５については、傾斜地、平坦
たん

地の別、林地、伐採跡地等及び立木竹、工作物等

の有無を記入すること。 

   ４ ※印欄には、記載しないこと。 

５ 



 
 

 

附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第

八
条
第
三
項
」
を
「
第
七
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

  
 

 
 

」
を
「

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
号
中
「  

 
 

 
 

」
を
「

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
規
則
第
十
九
号



訓

令

埼
玉
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

埼
玉
県
監
査
事
務
局

埼
玉
県
監
査
事
務
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
監
査
委
員

根

岸

和

夫

埼
玉
県
監
査
委
員

米

田

正

巳

埼
玉
県
監
査
委
員

田

中

龍

夫

埼
玉
県
監
査
委
員

大

山

忍

埼
玉
県
監
査
事
務
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

埼
玉
県
監
査
事
務
局
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
三
号
中
「
及
び
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
病
院
事
業
会
計
」
の
下
に
「
及
び

流
域
下
水
道
事
業
会
計
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



訓

令

埼

玉

県

監

査

委

員
訓
令
第
一
号

埼
玉
県
代
表
監
査
委
員

埼
玉
県
監
査
事
務
局

埼
玉
県
監
査
事
務
局
事
務
の
専
決
及
び
代
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
監
査
委
員

根

岸

和

夫

埼
玉
県
監
査
委
員

米

田

正

巳

埼
玉
県
監
査
委
員

田

中

龍

夫

埼
玉
県
監
査
委
員

大

山

忍

埼
玉
県
代
表
監
査
委
員

根

岸

和

夫

埼
玉
県
監
査
事
務
局
事
務
の
専
決
及
び
代
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

埼

玉

県

監

埼
玉
県
監
査
事
務
局
事
務
の
専
決
及
び
代
決
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
九
年

埼
玉
県
代
表
監

査
委
員

訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

査
委
員

別
表
第
二
課
長
共
通
専
決
事
項
の
欄

中
「
休
日
の
代
休
日
」
の
下
に
「
及
び
時
間
外
勤
務
代

12

休
時
間
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一
号 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

肇 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
埼

玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
別
記
様
式
第
九
号
」
を
「
別
記
様
式
第
三
十
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

      



告 
 

示 

  
平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号
（
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
規
定
に
よ
る
縦
覧

の
場
所
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
の
場
所
に
つ

い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

第
二
号
中
「
第
五
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
、
同
号
の
表
中
「
、
北
埼
玉
郡
騎
西
町
、
同
郡

北
川
辺
町
、
同
郡
大
利
根
町
」
を
削
り
、
「
同
郡
菖
蒲
町
、
北

飾
郡
栗
橋
町
、
同
郡
鷲
宮
町
、

同
郡
杉
戸
町
」
を
「
北

飾
郡
杉
戸
町
」
に
改
め
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
五
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（

埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
五
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ケ
ア
ク
ラ
ブ
埼
玉 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

有
浦 

正
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
五
丁
目
一
番
一
一
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
地
域
で
暮
ら
す
高
齢
者
や
生
活
支
援
を
必
要
と
す
る
人
々
に
対
し
て
、
市
民

参
加
型
の
介
護
や
生
活
支
援
の
た
め
の
、
た
す
け
あ
い
ワ
ー
カ
ー
ズ
や
福
祉
グ
ル
ー
プ
の
創
出

と
サ
ポ
ー
ト
を
行
う
と
共
に
、
介
護
保
険
事
業
な
ど
公
的
な
社
会
保
障
制
度
に
も
取
り
組
み
、

こ
れ
に
関
す
る
事
業
並
び
に
調
査
研
究
、
お
よ
び
公
共
政
策
の
提
案
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地

域
全
体
で
支
え
合
え
る
重
層
的
な
助
け
合
い
に
よ
る
地
域
福
祉
の
社
会
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、

市
民
自
治
に
よ
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
と
地
域
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号



告 
 

示 

  
圏
央
道
幸
手
Ｉ
Ｃ
（
仮
称
）
東
側
地
域
の
整
備
計
画
に
係
る
戦
略
的
環
境
影
響
評
価
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

件
名 

 
  

圏
央
道
幸
手
Ｉ
Ｃ
（
仮
称
）
東
側
地
域
の
整
備
計
画
に
係
る
戦
略
的
環
境
影
響
評
価
公
聴
会 

二 

日
時
及
び
場
所 

 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
十
一
日
（
日
） 

 
 

午
前
十
時
か
ら
正
午
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時 

 
 

幸
手
市
中
央
公
民
館 

三 

計
画
策
定
者
の
氏
名
及
び
住
所 

    

幸
手
市
長 

町
田 

英
夫 

    

埼
玉
県
幸
手
市
東
四
丁
目
六
番
八
号 

四 

意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
事
項 

   

圏
央
道
幸
手
Ｉ
Ｃ
（
仮
称
）
東
側
地
域
の
整
備
計
画
に
係
る
戦
略
的
環
境
影
響
評
価
報
告
書 

 

に
つ
い
て
の
環
境
の
保
全
と
創
造
の
見
地
か
ら
の
意
見 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号



告 
 

示 

 
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号
（
浄
化
槽
法
に
基
づ
く
指
定
検
査
機
関
の
指
定

に
つ
い
て
）
で
公
示
し
た
左
の
指
定
検
査
機
関
に
つ
い
て
、
当
該
指
定
検
査
機
関
の
所
在
地
等

を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
検
査
機
関 

社
団
法
人 

埼
玉
県
環
境
検
査
研
究
協
会 

二 

変
更
事
項 

 

イ 

指
定
検
査
機
関
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名 

     

ロ 

指
定
検
査
機
関
が
検
査
業
務
を
行
う
地
域 

                 

埼
玉
県
蕨
市
中
央
三
丁
目
五
番
一
号 

 

会
長 

綾
部 

徳 

 

 

 

変 

 

更 

 

後 

 

 

 

 

変 

 

更 

 

前 

 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
上
小
町
千

四
百
五
十
番
地
十
一 

会
長 

坂
口 

譲 

 

 

 

変 

 

更 

 

後 

 

 

川
越
市
、
川
口
市
、
浦
和
市
、
大
宮
市
、

所
沢
市
、
飯
能
市
、
加
須
市
、
東
松
山
市
、

岩
槻
市
、
春
日
部
市
、
狭
山
市
、
鴻
巣
市
、

上
尾
市
、
与
野
市
、
草
加
市
、
越
谷
市
、

蕨
市
、
戸
田
市
、
入
間
市
、
鳩
ケ
谷
市
、

朝
霞
市
、
志
木
市
、
和
光
市
、
新
座
市
、

桶
川
市
、
久
喜
市
、
北
本
市
、
八
潮
市
、

富
士
見
市
、
上
福
岡
市
、
三
郷
市
、

 
田

市
、
坂
戸
市
、
幸
手
市 

北
足
立
郡 

入
間
郡 

比
企
郡 

秩
父
郡
の
う
ち
東
秩
父
村 

北
埼
玉
郡
（
南
河
原
村
を
除
く
。
） 

南
埼
玉
郡 

 

  

さ
い
た
ま
市
、
川
越
市
、
川
口
市
、
所
沢

市
、
飯
能
市
、
加
須
市
、
東
松
山
市
、
春

日
部
市
、
狭
山
市
、
鴻
巣
市
、
上
尾
市
、

草
加
市
、
越
谷
市
、
蕨
市
、
戸
田
市
、
入

間
市
、
鳩
ケ
谷
市
、
朝
霞
市
、
志
木
市
、

和
光
市
、
新
座
市
、
桶
川
市
、
久
喜
市
、

北
本
市
、
八
潮
市
、
富
士
見
市
、
三
郷
市
、

田
市
、
坂
戸
市
、
幸
手
市
、
ふ
じ
み
野

市 北
足
立
郡 

入
間
郡 

比
企
郡 

秩
父
郡
の
う
ち
東
秩
父
村 

南
埼
玉
郡 

北

飾
郡 

 

 

 

変 

 

更 

 

前 

 

 

 

 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号



    

三 

変
更
年
月
日 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 

北

飾
郡 

  



告 
 

示 

 
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
七
十
一
号
（
浄
化
槽
法
に
基
づ
く
指
定
検
査
機
関
の
指

定
に
つ
い
て
）
で
公
示
し
た
左
の
指
定
検
査
機
関
に
つ
い
て
、
当
該
指
定
検
査
機
関
の
所
在
地

等
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
検
査
機
関 

社
団
法
人 

埼
玉
県
浄
化
槽
協
会 

二 

変
更
事
項 

 

イ 

指
定
検
査
機
関
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名 

     

ロ 

指
定
検
査
機
関
が
検
査
業
務
を
行
う
地
域 

        

三 

変
更
年
月
日 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

  

 

 

変 

 

更 

 

後 

 

 

 

 

変 

 

更 

 

前 

 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
四
丁

目
二
番
四
号 

理
事
長 

日
野 

邦
英 

埼
玉
県
浦
和
市
高
砂
四
丁
目
二
番
四
号 

 

理
事
長 
石
塚 

清 

 

 

変 

 

更 

 

後 

 

 

熊
谷
市
、
行
田
市
、
秩
父
市
、
本
庄
市
、

羽
生
市
、
深
谷
市 

秩
父
郡
（
東
秩
父
村
を
除
く
。
） 

児
玉
郡 

大
里
郡 

 

熊
谷
市
、
行
田
市
、
秩
父
市
、
本
庄
市
、

羽
生
市
、
深
谷
市                        

 

秩
父
郡
（
東
秩
父
村
を
除
く
。
）                                            

  

児
玉
郡                                                                

  

大
里
郡                                                          

北
埼
玉
郡
の
う
ち
南
河
原
村 

 

 

変 

 

更 

 

前 

 

 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
九
号



告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
八
潮
市
大
字
二
丁
目
字
下
一
〇
八
八
番
一
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
名
称 

 
 

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及
び
ト
リ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン 

     

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
号



<起点>
　起点は、八潮市大
字二丁目字下１０８８
番１の最北端とする。

<格子の回転角度>
　４１°
　起点を通り東西方
向及び南北方向に引
いた線並びにこれらと
平行して10m間隔で
引いた線より構成さ
れる格子を、起点を
支点に右方向に回転
させた角度を示す。

別　図

指定区域

起点

10m

敷
地
境
界

敷
地
境
界

敷地境界



告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
朝
霞
市
膝
折
町
四
丁
目
一
八
四
八
番
九
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
名
称 

 
 

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物 

     

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号



別　図

-20m -10m X

Y

-10m

起点

起点は、朝霞市膝折

町四丁目1848番9の最

北端とする。

<起点>

６２．７°

起点を通り東西方向

及び南北方向に引いた

線並びにこれらと平行

して10m間隔で引いた線

により構成される格子

を、起点を支点に右方

向に回転させた角度を

<格子の回転角度>

指定区域

62.7°



告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
入
間
郡
三
芳
町
大
字
上
富
字
中
西
一
一
七
五
番
一
の
一
部
、
一
二
〇
三
番

二
の
一
部
及
び
一
二
〇
七
番
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
名
称 

 
 

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物 

     

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号



　 別　図

Ａ

ＣＤＦＧ

２

３

４

５

６

７

８

９

１

２

３

４

５

ＡＢＣＤＦＧ

10

Ｂ

１

６

７

８

９

10

起点

ＨＩＪ

ＨＩＪ

Ｅ

Ｅ

指定区域

格子の回転角度　56度

<格子の回転角度>

５６°

起点を通り東西方

向及び南北方向に引

いた線並びにこれら

と平行して10m間隔

で引いた線より構成

される格子を、起点

を支点に右方向に回

転させた角度を示す。

<起点>

起点は、入間郡三

芳町大字上富字中

西１２２１番３の最北

端とする。

指定区

30 m



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ラ
ラ
ガ
ー
デ
ン
川
口 

 
 

 

川
口
市
宮
町
十
八
ー
九 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

（
変
更
前
）
一
万
三
千
七
百
八
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
一
万
七
千
八
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
九
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
三
月
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
三
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
三
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号



告 
 

示 

 
 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
県
営
土
地
改
良
事
業
三
島
地
区
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）
の
換
地
計
画
を
平
成
二
十
二

年
三
月
十
五
日
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
そ
の
換
地
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
一
日
ま
で 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

小
鹿
野
町
役
場 

       

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号



告 
 

示 

 
 

 
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の

で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

作
業
種
別 

 
 

基
本
測
量
（
地
理
識
別
子
整
備
業
務
） 

二 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

三 

作
業
地
域 

 
 

さ
い
た
ま
市
、
熊
谷
市
、
所
沢
市
、
狭
山
市
、
蕨
市
、
入
間
市
、
鳩
ヶ
谷
市
、
志
木
市
、
和 

 

光
市
、
新
座
市
、
久
喜
市
、
三
郷
市
、
幸
手
市
、
鳩
山
町 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
一
号
で
公
示
し
た
基
本
測
量
（
基
準
点
現
況
調
査

作
業
）
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
終
了
し
た
旨
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
通
知

を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
戸
田
市
長
神
保
国
男
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

戸
田
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
移
転 

一
点
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

戸
田
市
氷
川
町
一
～
三
丁
目
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
七
号



告 
 

示 

  
土
地
区
画
整
理
法（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

新
座
市
野
火
止
上
北
土
地
区
画
整
理
組
合
の
解
散
を
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号



告 
 

示 
 

所
沢
都
市
計
画
事
業
第
二
上
新
井
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
換
地
処
分
の
一
部
を
取

り
消
し
、
当
該
部
分
に
関
し
新
た
に
換
地
処
分
が
あ
っ
た
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号



告 
 

示 

  
富
士
見
市
か
ら
富
士
見
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
公
園
ス
タ
ジ

ア
ム
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
号



告 
 

示 

  
越
谷
市
か
ら
越
谷
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
公
園
ス
タ
ジ
ア
ム

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号



告 
 

示 

   

埼
玉
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
二
十
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
権
現
堂
公
園
の
指
定
管
理
者
の
う
ち
北

飾
郡
栗
橋
町
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

変
更
後
の
指
定
管
理
者
の
名
称 

 
 

久
喜
市 

二 

変
更
後
の
指
定
管
理
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
久
喜
市
下
早
見
八
十
五
番
地
三 

三 

変
更
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

   

埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

山 

口 

文 

平 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

和
光
志
木
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

 

新 旧 

旧 

新 

別 

朝
霞
市
仲
町
二
丁
目
一
二
五
〇
番
一
五
地
先

か
ら
同
市
仲
町
二
丁
目
一
二
五
〇
番
六
地
先

ま
で 

区 
 

 
 

間 

八
・
一
二
～ 

一
〇
・
三
五 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

八
五
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

街
路
整
備
工
事 

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

山 

口 

文 

平 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
和
光
志
木
線 

路 
 

線 
 

名 

朝
霞
市
仲
町
二
丁
目
一
二
五
〇
番
一
五
地
先

か
ら
同
市
仲
町
二
丁
目
一
二
五
〇
番
六
地
先

ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

付
け
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事

務
所
長
告
示
第
四
号
で
告
示
し

た
道
路
予
定
区
域
の
供
用
開
始

で
あ
る
。 

延
長
八
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

備  

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

 

山 

口 

文 

平 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

川
越
新
座
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

新 旧 

旧 

新 

別  

同
市
幸
町
一
丁
目
三
三
四
七
番

地
先
ま
で 

 

志
木
市
幸
町
一
丁
目
三
二
五
三

番
五
地
先
か
ら 

区 
 

 
 

間 

 

一
一
・
九
二
～ 

一
五
・
八
七 

 

一
一
・
一
七
～ 

一
五
・
〇
六 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

 

 
 

三
一
一
・
〇
七 

  
 

 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

街
路
築
造
工
事
に 

 

よ
る 

 

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

 

山 

口 

文 

平 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
   

川
越
新
座
線 

  

路 
 

線 
 

名 

志
木
市
幸
町
一
丁
目
三
二
五
三
番
五
地
先
か

ら 同
市
幸
町
一
丁
目
三
三
四
七
番
地
先
ま
で 

(

た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に

限
る
。) 

 

供
用
開
始
の
区
間 

 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

道
路
予
定
区
域

の
一
部
供
用
開

始
で
あ
る
。 

延
長
三
一
一
・
〇

七
メ
ー
ト
ル 

 

備  

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

 

山 

口 

文 

平 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

志
木
停
車
場
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

新 旧 

旧 

新 

別  

同
市
本
町
五
丁
目
一
九
九
三
番

一
地
先
ま
で 

 

志
木
市
本
町
五
丁
目
一
九
九
三

番
一
地
先
か
ら 

区 
 

 
 

間 

 

一
八
・
八
三
～ 

三
四
・
七
〇 

 

一
五
・
二
八
～ 

三
四
・
七
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

 

 
 

八
・
三
六 

  
 

 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

街
路
整
備
工
事
に 

よ
る 

  

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

 

山 

口 

文 

平 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

   
志
木
停
車
場
線 

 

  

路 
 

線 
 

名 

志
木
市
本
町
五
丁
目
一
九
九
三
番
一
地
先
か

ら 

 

同
市
本
町
五
丁
目
一
九
九
三
番
一
地
先
ま
で 

 

供
用
開
始
の
区
間 

 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

供
用
開
始
の
期
日 

  

延
長
八
・
三
六 

メ
ー
ト
ル 

  

備  

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

 

山 

口 

文 

平 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
  

保
谷
志
木
線 

  

路 
 

線 
 

名 

 

志
木
市
本
町
一
丁
目
二
四
六
五
番
三
地
先 

か
ら 

同
市
本
町
一
丁
目
二
四
八
八
番
二
地
先
ま

で 

(

た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に

限
る) 

 

供
用
開
始
の
区
間 

 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

供
用
開
始
の
期
日 

道

路

予

定

区

域

の

一

部

供

用

開

始
で
あ
る
。 

延

長

二

四

一

・
七
八
メ
ー
ト
ル 

  

備  

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
九
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 

耕 

三 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道   

二 

路

線

名  

熊
谷
小
川
秩
父
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

比
企
郡
小
川
町
大
字
西
古
里
字
沼
ノ
谷

七
〇
九
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字

西
古
里
字
沼
ノ
谷
七
〇
九
番
一
地
先
ま

で 
区 

 
 

 

間 

 

一
三
・
二
七 

 
 

 
 

 

～ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
五
・
三
七 

  

一
一
・
六
一 

 
 

 
 

 

～ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
二
・
五
三 

 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

   
 

四
六
・
五
七 

 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

地
方
道
路
交
付
金（
交

通
安
全
）
整
備
工
事 

（
西
古
里
工
区
） 

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 

耕 

三 
 

 
 

 



 

   

熊
谷
小
川
秩
父
線 

  

路 
 

線 
 

名 

比
企
郡
嵐
山
町
大
字
吉
田
字
三
反
田

五
五
八
番
三
地
先
か
ら
同
郡
小
川
町

大
字
西
古
里
字
沼
ノ
谷
七
一
二
番
一

地
先
ま
で 

 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

供
用
開
始
の
期
日 

延
長 

三
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト

ル 

備  

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

 

秋
山
幸
男 



 

 
   

花
園
本
庄
線 

  

路 

線 

名 

  

本
庄
市
東
富
田
字
下
田
一
七
七
番

三
地
先
か
ら
同
市
西
富
田
字
九
反

田
五
八
八
番
一
地
先
ま
で 

  

供
用
開
始
の
区
間 

 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

午
前
十
一
時 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
十
六
年
三
月
二
日
埼
玉
県
告
示

第
三
六
二
号
の
供
用
開
始
及
び
平
成

十
六
年
四
月
二
日
埼
玉
県
告
示
第
六

七
一
号
の
区
域
変
更
後
の
未
供
用
部

分
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
九
三
六
・
五
五
メ
ー
ト
ル 

 

備  

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
六
十
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
八
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
〇
〇
一
五
五
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
八
日 

 
 

第
四
七
九
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
堤
根
字
廣
島
四
七
七
七
―
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
高
曽
根
八
六
〇
―
一 

 
 

東
館 

修
一 

 



 
 
 
 
 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
十
三
号 

 

坂
戸
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
し
た
次
の
個
人
演
説
会
等
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
指
定

を
取
り
消
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

憲 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                   

坂
戸
勤
労
福

祉
セ
ン
タ
ー 

施
設
の
名
称 

坂
戸
市
大
字
石
井
二
三
二
七
番
地
六 

所

在

地 

坂

戸

市

長 

管

理

者 

六
〇
人 

収

容

人

員 



 
 
 
 
 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
十
四
号 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
坂
戸

市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
の
報
告
が

あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

憲 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                   

坂
戸
市
福
祉

セ
ン
タ
ー 

施
設
の
名
称 

坂
戸
市
大
字
石
井
二
三
二
七
番
地
六 

所

在

地 

坂

戸

市

長 

管

理

者 

五
〇
人 

収

容

人

員 



告

示

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
四
号

埼
玉
県
監
査
委
員
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
監
査
委
員

根

岸

和

夫

埼
玉
県
監
査
委
員

米

田

正

巳

埼
玉
県
監
査
委
員

田

中

龍

夫

埼
玉
県
監
査
委
員

大

山

忍

埼
玉
県
監
査
委
員
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

告
示

埼
玉
県
監
査
委
員
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
監

査
委
員
告
示
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
別
記
様
式
第
九
号
」
を
「
別
記
様
式
第
三
十
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
中
「
総
務
部
」
を
「
県
民
生
活
部
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



告

示

埼

玉

県

監

査

委

員
告
示
第
一
号

埼
玉
県
代
表
監
査
委
員

埼
玉
県
監
査
委
員
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
監
査
委
員

根

岸

和

夫

埼
玉
県
監
査
委
員

米

田

正

巳

埼
玉
県
監
査
委
員

田

中

龍

夫

埼
玉
県
監
査
委
員

大

山

忍

埼
玉
県
代
表
監
査
委
員

根

岸

和

夫

埼
玉
県
監
査
委
員
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

埼
玉
県
監
査
委
員
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

埼

玉

県

監

査

委

員

程
（
平
成
十
六
年

告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

埼
玉
県
代
表
監
査
委
員

第
二
条
、
第
四
条
第
二
項
及
び
第
五
条
第
二
項
中
「
県
の
機
関
」
を
「
県
の
機
関
等
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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